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橿原市市民投票に係る事務の委任に関する規則   

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定により

市長の権限に属する橿原市市民投票条例（平成２９年橿原市条例第３９号。以下「条例」

という。）及び橿原市市民投票条例施行規則（平成３０年橿原市規則第５１号。以下「規則」

という。）に係る事務の一部を橿原市選挙管理委員会（以下「選挙管理委員会」という。）

及び選挙管理委員会の委員長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（選挙管理委員会への委任事項） 

第２条 市長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会に委任する。 

（１）条例第７条の規定による市民投票の執行に関する事務 

（２）条例第８条の規定による情報の提供に関する事務 

（３）条例第９条の規定による投票所の指定に関する事務 

（４）条例第１０条及び第１１条の規定による市民投票の投票に関する事務 

（５）条例第１４条の規定による開票所に関する事務 

（６）条例第１６条の規定による市民投票結果の告示及び通知に関する事務 

（７）規則第２条の規定による請求権を有する者の数の告示に関する事務 

（８）規則第８条の規定による署名簿の受理及びその却下に関する事務 

（９）規則第９条から第１３条までの規定による署名簿の審査等に関する事務 

（１０）規則第１９条の規定による市民投票公報に関する事務 

（１１）規則第２１条の規定による投票資格者名簿の調製に関する事務 

（１２）規則第２３条の規定による投票所の開閉時間に関する事務 

（１３）規則第２４条から第２６条までの規定による投票管理者の選任等に関する事務 

（１４）規則第２７条の規定による投票立会人の選任等に関する事務 

（１５）規則第３０条の規定による不在者投票に関する事務 

（１６）規則第３２条及び第３３条の規定による投票録等に関する事務 

（１７）規則第３７条から第４４条の規定による市民投票の開票に関する事務 

（１８）前各号に掲げるもののほか、市民投票の請求及び執行に関し、地方自治法、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２

９号）、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）、公職選挙法施行令（昭和２５年政令

第８９号）、公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）及び橿原市選挙関係事
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務執行規程（平成７年橿原市選挙管理委員会告示第１８号）の規定の例により行う事務

（これらの法令（以下「準拠法令」という。）において選挙管理委員会が行うこととされ

ているものに相当するものに限る。） 

（選挙管理委員会委員長への委任事項） 

第３条 市長は、市民投票の請求及び執行に関し、準拠法令の例により行う事務（準拠法令

において選挙管理委員会の委員長が行うこととされているものに相当するものに限る。）を

選挙管理委員会の委員長に委任する。 

 （協議） 

第４条 選挙管理委員会及び選挙管理委員会の委員長は、前２条の規定にかかわらず、委任

された事務について、疑義のあるもの又は異例の事態が生じたときは、市長と協議しなけ

ればならない。 

附 則 

この規則は、平成３０年１２月１日から施行する。 


